
１
）
決
済
情
報
と
振
込
電
文

振
込
電
文

該
当
項
目

備
考

通
知
先
情
報

宛
先
符
号
・
通
過
番
号

金
融
機
関
コ
ー
ド

上
り
通
番

決
済
実
施
日

決
済
回
数

決
済
情
報
（
注
１
）

予
備

仕
向
情
報

○
取
扱
日

支
払
期
日

金
融
機
関
コ
ー
ド

通
信
種
目
コ
ー
ド

電
子
記
録
債
権
専
用
通
信
種
目

金
融
機
関
名
カ
ナ

○
付
加
コ
ー
ド

支
店
コ
ー
ド

仕
向
店
照
会
表
示

支
店
名
カ
ナ

○
非
居
住
者
円
預
金
振
込

利
用
者
番
号

予
備

法
人
名
／
個
人
事
業
者
名
カ
ナ

○
受
信
銀
行
・
店

被
仕
向
（
金
融
機
関
名
＋
支
店
名
）

ス
テ
ー
タ
ス
（
債
務
者
利
用
停
止
措
置
－
支
払
不
能
）
コ
ー
ド

○
金
額

債
権
金
額

ス
テ
ー
タ
ス
（
債
務
者
利
用
停
止
措
置
－
業
務
違
反
）
コ
ー
ド

○
発
信
銀
行
・
店

仕
向
（
金
融
機
関
名
＋
支
店
名
）

ス
テ
ー
タ
ス
（
任
意
解
約
）
コ
ー
ド

銀
行
間
手
数
料

ス
テ
ー
タ
ス
（
任
意
制
限
）
コ
ー
ド

番
号

ス
テ
ー
タ
ス
（
破
産
／
廃
業
）
コ
ー
ド

○
預
金
種
目

被
仕
向
（
口
座
種
別
コ
ー
ド
）

ス
テ
ー
タ
ス
（
保
全
）
コ
ー
ド

○
口
座
番
号

被
仕
向
（
口
座
番
号
）

ス
テ
ー
タ
ス
（
金
融
機
関
）
コ
ー
ド

○
Ｅ
Ｄ
Ｉ情
報

記
録
番
号

ス
テ
ー
タ
ス
（
記
録
機
関
１
）
コ
ー
ド

○
受
取
人

被
仕
向
（
口
座
名
義
）

ス
テ
ー
タ
ス
（
記
録
機
関
２
）
コ
ー
ド

○
依
頼
人

仕
向
（
口
座
名
義
）

ス
テ
ー
タ
ス
（
反
社
）
コ
ー
ド

備
考

ス
テ
ー
タ
ス
（
相
続
時
）
コ
ー
ド

発
信
番
号

口
座
種
別
コ
ー
ド

照
会
番
号

口
座
番
号

自
由
欄

使
用
不
可

口
座
名
義

○
記
録
番
号

○
（
注
１
）

債
権
金
額

○
決
済
情
報
は
該
当
日
分
が
一
括
し
て
通
知
さ
れ
る
。

支
払
期
日

○
「
決
済
情
報
」
項
目
が
該
当
分
繰
り
返
し
の
情
報
と
し
て
設
定
さ
れ
る
。

発
生
日

被
仕
向
情
報

金
融
機
関
コ
ー
ド

金
融
機
関
名
カ
ナ

○
支
店
コ
ー
ド

支
店
名
カ
ナ

○
口
座
種
別
コ
ー
ド

○
口
座
番
号

○
口
座
名
義

○

決
済
情
報
項
目

項
目決
済
情
報

電
子
債
権
記
録
債
権
・
振
込
電
文

項
目

（別紙Ⅱ　４－１）

1
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２
）
決
済
情
報
と
口
座
間
送
金
決
済
通
知
登
録

決
済
通
知

該
当
項
目

備
考

通
知
先
情
報

請
求
者
情
報

金
融
機
関
コ
ー
ド

○
○

金
融
機
関
コ
ー
ド

決
済
実
施
日

依
頼
番
号

決
済
情
報

コ
ン
テ
ン
ト
ＩＤ

仕
向
情
報

口
座
間
送
金
決
済
添
付
情
報

金
融
機
関
コ
ー
ド

○
記
録
番
号

金
融
機
関
名
カ
ナ

○
支
払
金
額

支
店
コ
ー
ド

○
支
払
期
日

支
店
名
カ
ナ

○
発
生
日

利
用
者
番
号

法
人
名
／
個
人
事
業
者
名
カ
ナ

（
注
２
）

ス
テ
ー
タ
ス
（
債
務
者
利
用
停
止
措
置
－
支
払
不
能
）
コ
ー
ド

決
済
通
知
は
一
括
し
て
請
求
す
る
こ
と
も
可
能
。

ス
テ
ー
タ
ス
（
債
務
者
利
用
停
止
措
置
－
業
務
違
反
）
コ
ー
ド

一
括
通
知
を
行
う
場
合
は
添
付
情
報
に
個
々
の
請
求
を
添
付
す
る
。

ス
テ
ー
タ
ス
（
任
意
解
約
）
コ
ー
ド

ス
テ
ー
タ
ス
（
任
意
制
限
）
コ
ー
ド

ス
テ
ー
タ
ス
（
破
産
／
廃
業
）
コ
ー
ド

ス
テ
ー
タ
ス
（
保
全
）
コ
ー
ド

ス
テ
ー
タ
ス
（
金
融
機
関
）
コ
ー
ド

ス
テ
ー
タ
ス
（
記
録
機
関
１
）
コ
ー
ド

ス
テ
ー
タ
ス
（
記
録
機
関
２
）
コ
ー
ド

ス
テ
ー
タ
ス
（
反
社
）
コ
ー
ド

ス
テ
ー
タ
ス
（
相
続
時
）
コ
ー
ド

口
座
種
別
コ
ー
ド

口
座
番
号

口
座
名
義

記
録
番
号

○
債
権
金
額

○
支
払
期
日

○
発
生
日

○
被
仕
向
情
報

金
融
機
関
コ
ー
ド

金
融
機
関
名
カ
ナ

支
店
コ
ー
ド

支
店
名
カ
ナ

口
座
種
別
コ
ー
ド

口
座
番
号

口
座
名
義

決
済
情
報

口
座
間
送
金
決
済
通
知
登
録

項
目

項
目

ヘ
ダ
ー
イ
メ
ー
ジ
。

デ
ー
タ
イ
メ
ー
ジ
。

繰
り
返
し
の
情
報
と
し
て
添
付
。

（
注
２
）

2
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３
）
決
済
情
報
と
支
払
不
能
登
録

支
払
不
能

該
当
項
目

備
考

通
知
先
情
報

請
求
者
情
報

金
融
機
関
コ
ー
ド

○
○

金
融
機
関
コ
ー
ド

決
済
実
施
日

依
頼
番
号

決
済
情
報

決
済
情
報

仕
向
情
報

○
記
録
番
号

金
融
機
関
コ
ー
ド

○
債
権
金
額

金
融
機
関
名
カ
ナ

○
支
払
期
日

支
店
コ
ー
ド

○
発
生
日

支
店
名
カ
ナ

支
払
不
能
債
権
情
報

利
用
者
番
号

支
払
不
能
事
由
コ
ー
ド
支
払
不
能
事
由
を
設
定
。

法
人
名
／
個
人
事
業
者
名
カ
ナ

支
払
不
能
事
由
詳
細
コ
ー
ド
詳
細
に
つ
い
て
は
下
表
参
照
。

ス
テ
ー
タ
ス
（
債
務
者
利
用
停
止
措
置
－
支
払
不
能
）
コ
ー
ド

ス
テ
ー
タ
ス
（
債
務
者
利
用
停
止
措
置
－
業
務
違
反
）
コ
ー
ド

ス
テ
ー
タ
ス
（
任
意
解
約
）
コ
ー
ド

（
ご
参
考
）
支
払
不
能
事
由
と
支
払
不
能
事
由
詳
細

ス
テ
ー
タ
ス
（
任
意
制
限
）
コ
ー
ド

ス
テ
ー
タ
ス
（
破
産
／
廃
業
）
コ
ー
ド

０
号

ス
テ
ー
タ
ス
（
保
全
）
コ
ー
ド

破
産
法
適
用
等
に
よ
る
事
由

ス
テ
ー
タ
ス
（
金
融
機
関
）
コ
ー
ド

支
払
猶
予
（
債
権
者
同
意
あ
り
）

ス
テ
ー
タ
ス
（
記
録
機
関
１
）
コ
ー
ド

債
務
者
死
亡

ス
テ
ー
タ
ス
（
記
録
機
関
２
）
コ
ー
ド

債
権
者
口
座
な
し

ス
テ
ー
タ
ス
（
反
社
）
コ
ー
ド

入
金
不
能

ス
テ
ー
タ
ス
（
相
続
時
）
コ
ー
ド

そ
の
他

口
座
種
別
コ
ー
ド

１
号

口
座
番
号

資
金
不
足

口
座
名
義

債
務
者
口
座
な
し

記
録
番
号

○
２
号

債
権
金
額

○
契
約
不
履
行

支
払
期
日

○
債
権
不
存
在

発
生
日

○
発
生
記
録
瑕
疵

被
仕
向
情
報

不
実
記
載

金
融
機
関
コ
ー
ド

取
締
役
会
承
認
等
不
存
在

金
融
機
関
名
カ
ナ

そ
の
他

支
店
コ
ー
ド

支
店
名
カ
ナ

口
座
種
別
コ
ー
ド

口
座
番
号

口
座
名
義

決
済
情
報

支
払
不
能
登
録

項
目

項
目

支
払
不
能
事
由

支
払
不
能
事
由
詳
細

3
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支払等記録（記録機関） 

～口座間送金決済にもとづくでんさいネットの職権による支払等記録～ 

 

債務者 指定参加金融機関 でんさいネット 指定参加金融機関 債権者 

     

 

①決済情報の提供 

ア．でんさいネットは、債権記録のうち決済に係る情報（支払期日、支払金額、債権者・債務

者口座等）を債務者の決済口座がある指定参加金融機関に、当該債権の支払期日の２銀行

営業日前に提供する。 

 

(ｱ) 決済情報の提供は、法 63 条 1項にもとづくもの。 

(ｲ) 決済情報の項目は、法 62 条 2 項が規定する情報（「支払期日｣｢支払金額｣「債務者・債権者口

座に係る情報」等の別紙Ⅱ４－１記載項目）とする。 

(ｳ) でんさいネットは、支払期日の３銀行営業日前の業務終了後の夜間バッチ処理において決済情

報を生成する。参加金融機関は同２銀行営業日前にでんさいネットにアクセスして決済情報を取

得する。 

(ｴ) 決済情報の提供を受けた債務者側指定参加金融機関の債権者の口座確認は任意とする。 

(ｵ) 決済情報の提供と振込依頼の意思表示の関係（でんさいネットは債務者の代理人（あるいは振

込依頼の取次）について「口座間送金決済に関する契約」に本趣旨も含まれるとして（法 62 条

2項）、法律に基づく振込依頼と構成するか等）は業務規程等に規定するものとする。 

(ｶ) 債務者側指定参加金融機関における決済情報の債務者への通知は任意とする。 

 

イ．決済情報提供後は、当該電子記録債権に係る債権記録について、原則として譲渡記録、保

証記録等の記録請求を認めない。 

 

(ｱ) 決済情報の作成日（支払期日の３銀行営業日前）のコアタイム終了後から記録機関の支払等記

録の記録までは、当該電子債権記録に対する譲渡記録、保証記録、分割記録、信託記録、変更記

録、電子記録の訂正・回復の各請求を許容しない（強制執行等の記録および一部差押にもとづく

①決済情報の提供 

②口座間送金決済 

記録原簿 

⑥支払等記録の通知 

④口座間送金決済通知 

③入金 

⑤支払等記録 

⑥支払等記録の通知 

（別紙Ⅱ ４－２）
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でんさいネットによる分割記録を除く）。 

(ｲ) 決済情報提供後は、支払期日より後かつ仕向銀行による支払不能登録がなされた後でないと当

事者による支払等記録請求を行うことはできない。当該条件を満たし、当事者請求による支払等

記録請求を行った場合であっても、口座間送金決済による支払等記録が記録されるときまで当該

請求にもとづく支払等記録は行わない。 

(ｳ) 決済情報を提供した電子記録債権の当事者にかかる利用者ＤＢ登録事項に対する変更記録に

ついては、変更の対象とする債権記録から除外する。 

 

ウ．債務者側指定参加金融機関は、債務者の決済口座の利用可否を確認する。 

 

(ｱ) 債務者の決済口座が解約等により存在しない場合、口座間送金決済手続を停止する。この場合、

債務者側指定参加金融機関は支払不能通知１号（取引なし）をでんさいネットに通知する。 

(ｲ) 債務者の決済口座が債務者利用停止措置または利用制限措置等であっても、資金があり決済が

可能な限り、口座間送金決済手続の実施は可能とする。 

 

エ．債務者側指定参加金融機関は、債務者の決済口座に当該債権に係る支払金額相当の資金の

引落しの可否を確認する。 

 

(ｱ) 資金引落しに関する時限、回数、方法等に関するルールは定めない（債務者と指定参加金融機

関の個別対応とする）。 

過振りや貸越等の取扱いは債務者の指定参加金融機関の個別対応とし、でんさいネットとして

の基準等は定めない（過振り・貸越により支払った後、後日債務者の債務不履行が生じた場合で

あっても「支払不能」による処分の対象とはしない）。 

(ｲ) 電子記録債権の一部金額（金額超過を含む）の振込電文の発信や複数の電子記録債権の金額を

合算してまとめて１件の振込電文とする取り扱いは認めない。 

(3) 資金引落しの記帳方法を一括とするか明細とするかは個別参加金融機関の任意とする。 

 

②口座間送金決済 

資金引落しが可能である場合には、債務者側指定参加金融機関は資金引落しのうえ、電子記

録債権の債権記録に記録された債権者の口座に対し、振込電文の発信を行う。 

この振込電文の発信は、支払期日における全銀システムのテレ為替の通信時間帯とし、支払

期日前（先日付の振込電文を除く）または支払期日後に発信された振込電文は、「口座間送金

決済」による支払等記録の対象としない。  

 

(ｱ) 「口座間送金決済」による支払等記録の対象としない振込が行われた場合など、当事者間で決

済が行われたときは、当事者請求による支払等記録の取扱いとなる。 

(ｲ) 金融機関都合により支払期日当日中に振込電文が発信できない場合には、内国為替取扱規則に

定める「未送信為替」の取扱いによることができる（未送信為替の取扱いは全銀システムのルー

ルに則る）。 
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③入金 

債権者側指定参加金融機関が、口座間送金決済による振込電文を受信した場合には、債権者

口座への入金を行う。  

 

(ｱ) 債権者の指定参加金融機関から債権者への入金通知は任意とする。 

(ｲ) 口座解約にかかる新口座への変更記録の未実施等により、債権者の指定参加金融機関において

口座間送金決済にもとづく振込電文で指定された債権者口座に入金ができない場合、債務者側指

定参加金融機関に資金返戻を行う。債務者側指定参加金融機関は、でんさいネットに対して支払

不能通知０号（入金不能）を通知する。 

 

④口座間送金決済通知 

送金処理を行った債務者側指定参加金融機関は、前述の「未送信為替」の取扱いによる場合

を除き、支払期日当日中にでんさいネットに対して「口座間送金決済があった旨の通知」（口

座間送金決済通知）を行う。 

 

(ｱ) 未送信為替による口座間送金決済にかかる「口座間送金決済通知」は、支払期日の翌営業日の

同日通常処理分と未送信為替分を一括で送信しても、個々に送信しても差し支えない。 

 

⑤支払等記録 

でんさいネットは、口座間送金決済通知が通知された決済情報提供対象の電子記録債権につ

いて支払期日の２銀行営業日目の夜間バッチ処理において支払等記録を行う。 

 

(ｱ) 支払期日に口座間送金決済ができず、でんさいネットにおける支払等記録までの間に当事者間

で口座間送金決済以外の方法による決済を行った場合において、当事者による支払等記録請求が

なされても、その間の支払等記録は行わない（口座間送金決済の支払等記録と同一時刻に処理す

る）。 

 

⑥支払等記録の通知 

でんさいネットは、支払等記録を行った電子記録債権の債務者側指定参加金融機関および債

権者側指定参加金融機関にその旨の通知を行う。 

各指定参加金融機関は、債務者・債権者に同通知を送付する。 
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（
別
紙
Ⅱ
５
－
１
）

記
録
事
項
に
か
か
る
開
示
請
求
者
別
の
開
示
事
項

１
．
取
引
事
例
と
記
録
原
簿
Ｄ
Ｂ
の
状
態

２
．
検
索
対
象
と
な
る
電
子
記
録
債
権

利
用
者
が
「
立
場
」
以
外
の
条
件
指
定
（
絞
込
み
検
索
）
を
せ
ず
に
検
索
し
た
場
合
の
検
索
対
象
と
な
る
電
子
記
録
債
権
の
範
囲
は
以
下
の
と
お
り
。

（
1
）
開
示
請
求
者
が
ア
ク
セ
ス
し
て
い
る
指
定
参
加
金
融
機
関
が
、
記
録
処
理
金
融
機
関
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
電
子
記
録
債
権
（
＝
記
録
原
簿
Ｄ
Ｂ
に
は
処
理
銀
行
が
記
録
さ
れ
て
い
る
）

（
２
）
開
示
請
求
者
の
利
用
者
番
号
が
記
録
さ
れ
て
い
る
電
子
記
録
債
権

３
．
開
示
対
象
と
な
る
債
権
記
録
 （
下
表
は
「
支
払
等
記
録
⑨
」
の
後
に
開
示
請
求
が
な
さ
れ
た
場
合
を
前
提
に
す
る
）

●
：
開
示
請
求
者
が
記
録
さ
れ
て
い
る
開
示
対
象
の
電
子
記
録
、
○
：
開
示
対
象
の
電
子
記
録
、
×
：
非
開
示
対
象
の
電
子
記
録

Ａ
Ｂ

Ｃ
Ｄ

Ｅ
Ｆ

Ｇ
Ｈ

該
当
立
場
債
権
記
録
＜
甲
＞

債
務
者
 *
1
電
子
記
録
保
証
人
*
1
/
そ
の
他
そ
の
他

－
そ
の
他

債
権
者
*
3

－
－

分
割
債
権
記
録
＜
乙
＞

債
務
者
 *
1
電
子
記
録
保
証
人
*
1
電
子
記
録
保
証
人
*
1
/
そ
の
他
電
子
記
録
名
義
人
*
3

－
－

－
－

分
割
債
権
記
録
＜
丙
＞

債
務
者

電
子
記
録
保
証
人
電
子
記
録
保
証
人
電
子
記
録
保
証
人

－
－

電
子
記
録
名
議
人
*
3
電
子
記
録
名
義
人

開
示
対
象
債
権
記
録

発
生
記
録

●
（
①
）

●
（
①
）

○
（
①
）

×
○
（
①
）

○
（
①
）

×
×

＜
甲
＞

分
割
記
録

○
（
③
）

○
（
③
）

○
（
③
）

×
×

○
（
③
）

×
×

分
割
に
伴
う
記
録

○
（
③
）

○
（
③
）

○
（
③
）

×
×

○
（
③
）

×
×

譲
渡
記
録

○
（
⑦
）

○
（
②
、
⑦
）
●
（
②
）
、
○
（
⑤
）

×
●
（
⑤
）
、
○
（
⑦
）

●
（
⑦
）

×
×

保
証
記
録

○
（
②
）

●
（
②
）

○
（
②
）

×
×

○
（
②
）

×
×

信
託
記
録

○
（
⑦
）

○
（
⑦
）

×
×

○
（
⑦
）
*
4

○
（
⑦
）

×
×

支
払
等
記
録

○
（
⑨
）

○
（
⑨
）

×
×

×
○
（
⑨
）

×
×

変
更
記
録

○
（
⑧
）

○
（
⑧
）

×
×

○
（
⑧
）

○
（
⑧
）

×
×

分
割
債
権
記
録
分
割
記
録

○
（
③
、
⑥
）

○
（
③
、
⑥
）
●
（
③
）
、
○
（
⑥
）
○
（
③
、
⑥
）

×
×

×
×

＜
乙
＞

分
割
に
伴
う
記
録

●
（
発
①
）
、
○
（
保
②
）
●
（
③
：
発
①
、
保
②
）
○
（
⑥
）
○
（
発
①
保
②
）
、
●
（
譲
②
）
○
（
③
：
発
①
保
②
）
○
（
⑥
）

×
×

×
×

譲
渡
記
録

○
（
③
）

○
（
③
）

○
（
③
）

●
（
③
）

×
×

×
×

保
証
記
録

○
（
③
）

○
（
③
）

●
（
③
）

○
（
③
）

×
×

×
×

支
払
等
記
録

○
（
⑨
）

○
（
⑨
）

○
（
⑨
）

○
（
⑨
）

×
×

×
×

変
更
記
録

○
（
④
）

○
（
④
）

○
（
④
）

○
（
④
）

×
×

×
×

(再
)分
割
債
権
記
録
分
割
記
録

○
（
⑥
）

○
（
⑥
）

○
（
⑥
）

●
（
⑥
）

×
×

○
（
⑥
）

○
（
⑥
）

＜
丙
＞

分
割
に
伴
う
記
録

●
（
発
①
）
、
○
（
保
②
③
）
●
（
発
①
、
保
②
）
、
○
（
保
③
）
○
（
発
①
保
②
）
、
●
（
保
③
）
○
（
発
①
保
②
③
）
、
●
（
譲
③
）

×
×

○
（
発
①
保
②
③
）
○
（
発
①
保
②
③
）

譲
渡
記
録

○
（
⑥
）

○
（
⑥
）

○
（
⑥
）

○
（
⑥
）

×
×

●
（
⑥
）

○
（
⑥
）

保
証
記
録

○
（
⑥
）

○
（
⑥
）

○
（
⑥
）

●
（
⑥
）

×
×

○
（
⑥
）

○
（
⑥
）

支
払
等
記
録

○
（
⑨
）

○
（
⑨
）

○
（
⑨
）

○
（
⑨
）

×
×

○
（
⑨
）

●
（
⑨
）

変
更
記
録

－
－

－
－

－
－

－
－

*
1
 
発
生
記
録
の
債
務
者
を
支
払
者
と
す
る
支
払
等
記
録
が
記
録
さ
れ
て
い
る
電
子
記
録
債
権
の
「
債
務
者
」
、
「
電
子
記
録
保
証
人
」
は
、
法
的
に
は
す
で
に
電
子
記
録
債
務
者
に
は
当
ら
な
い
が
、

で
ん
さ
い
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
は
、
電
子
記
録
債
務
者
か
ら
の
開
示
と
し
て
取
り
扱
う
。

*
2
 
表
中
の
「
そ
の
他
」
と
は
、
法
8
7
条
1
項
3
号
に
当
る
者
を
指
す
。

*
3
 
支
払
等
記
録
が
記
録
さ
れ
て
い
る
電
子
記
録
債
権
の
債
権
者
は
、
法
的
に
は
す
で
に
電
子
記
録
名
義
人
に
は
当
ら
な
い
が
、
で
ん
さ
い
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
は
、
電
子
記
録
名
義
人
か
ら
の

開
示
と
し
て
取
り
扱
う
。

*
4
 
で
ん
さ
い
ネ
ッ
ト
で
は
、
受
託
者
（
Ｆ
）
が
委
託
者
（
Ｅ
）
に
信
託
の
記
録
請
求
を
包
括
委
任
し
た
も
の
と
し
て
取
扱
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

…
記
録
番
号
が
付
与
さ
れ
る
電
子
記
録

債
権
記
録
＜
甲
＞

【
分
割
後
の
原
債
権
】

信
託
記
録
⑦

支
払
等
記
録
⑨

分
割
債
権
記
録
＜
乙
＞

【
再
分
割
後
の
原
債
権
】

譲
渡
記
録
③
(C
→
D
)

支
払
等
記
録
⑨

変
更
記
録
⑧

記
録
原
簿
D
B

保
証
記
録
③
(C
)

分
割
債
権
記
録
＜
丙
＞

支
払
等
記
録
⑨

保
証
記
録
②
（
B
)

譲
渡
記
録
②
(B
→
C
）

譲
渡
記
録
⑤
(C
→
E
)

譲
渡
記
録
⑥
(D
→
G
)

保
証
記
録
⑥
(D
)

譲
渡
記
録
⑦
(E
→
F
)

分
割
記
録
③
(C
)

分
割
記
録
③
(C
)

（
債
権
額
、
債
権
者
名
等
）

分
割
記
録
⑥
(D
)

分
割
記
録
⑥
(D
)

（
債
権
額
、
債
権
者
名
等
）

①
発
生
Ａ
－
Ｂ

②
譲
渡

②
保
証

↓ Ｃ Ｂ

⑤
譲
渡

⑦
譲
渡

⑦
信
託

⑨
支
払

⑨
支
払

⑥
分
割

⑥
譲
渡

⑥
保
証

⑨
支
払

→
③
分
割

③
譲
渡

③
保
証

Ａ
－
Ｃ Ｄ↓ Ｃ

→

＝

＝
↓ Ｅ

Ａ
－
Ｄ ↓ ＝Ｇ Ｄ

Ｆ
Ｈ

第
三
者
に
よ
る
支
払

↓

発
生
記
録
①

　
分
割
に
伴
う
記
録
③

（
債
権
額
）

分
割
に
伴
う
記
録
③

譲
渡
記
録
②
(B
→
C
）

保
証
記
録
②
（
B
)

発
生
記
録
①

（
除
く
債
権
額
等
）

…
転
写
に
よ
る
原
債
権
記
録
中
の
現
に
効
力
を
有
す
る
記
録
事
項
の
記
録

変
更
記
録
④

分
割
に
伴
う
記
録
⑥

譲
渡
記
録
③
(C
→
D
)

保
証
記
録
③
(C
)

保
証
記
録
②
（
B
)

発
生
記
録
①

（
除
く
債
権
額
等
）

分
割
に
伴
う
記
録
⑥

（
債
権
額
）

④
変
更

⑧
変
更
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業
務
編
「
５
．
開
示
」
 
開
示
方
式

 
 

 
1

【
Ⅰ
．
開
示
方
式
一
覧
】
 

開
示
方
式
（
※
１
）
 

 
開
示
請
求
受
付
窓
口
 
開
示
請
求
者
－
参
加
金
融
機
関
参
加
金
融
機
関
－
でん
さい
ネ
ット

開
示
理
由
書
の
要
否

（
※
２
）
 

回
答
作
成
 

（
※
３
）
 

回
答
方
法
 

記
録
事
項
の
開
示
（
87
条
）

 
 

 
 

 
 

 
通
常
開
示
（
※
４
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 
オ
ン
ラ
イ
ン
開
示
 
開
示
請
求
者
の
 

指
定
参
加
金
融
機
関
 

オ
ン
ラ
イ
ン
 

オ
ン
ラ
イ
ン
 

不
要
 

シ
ス
テ
ム
作
成
 
開
示
請
求
者
の
端
末
に
表
示
 

 
 
オ
フ
ラ
イ
ン
開
示
 
開
示
請
求
者
の
 

指
定
参
加
金
融
機
関
 

書
面
 

オ
ン
ラ
イ
ン
 

不
要
 

シ
ス
テ
ム
作
成
 
開
示
請
求
者
の
指
定
参
加
金
融
機
関
の
端
末
で
帳
票
出

力
し
、
開
示
請
求
者
に
書
面
交
付
 

 
特
例
開
示
（
※
５
）
 
開
示
請
求
者
の
 

指
定
参
加
金
融
機
関
 

書
面
 

書
面
 

要
 

シ
ス
テ
ム
作
成
 
記
録
機
関
の
端
末
で
帳
票
出
力
し
、
指
定
参
加
金
融
機

関
経
由
で
開
示
請
求
者
に
書
面
交
付
 

提
供
情
報
の
開
示
（
88
条
）
 

 
 

 
 

 

 
通
常
開
示
（
※
６
）
 
 

 
 

 
 

 

 
 
オ
ン
ラ
イ
ン
開
示
 
開
示
請
求
者
の
 

指
定
参
加
金
融
機
関
 

オ
ン
ラ
イ
ン
 

オ
ン
ラ
イ
ン
 

不
要
 

シ
ス
テ
ム
作
成
 
開
示
請
求
者
の
端
末
に
表
示
（
※
４
）
 

 
 
オ
フ
ラ
イ
ン
開
示
 
開
示
請
求
者
の
 

指
定
参
加
金
融
機
関
 

書
面
 

オ
ン
ラ
イ
ン
 

不
要
 

シ
ス
テ
ム
作
成
 
開
示
請
求
者
の
指
定
参
加
金
融
機
関
の
端
末
で
帳
票
出

力
し
、
開
示
請
求
者
に
書
面
交
付
 

 
特
例
開
示
（
※
７
）
 
開
示
請
求
者
の
 

指
定
参
加
金
融
機
関
 

書
面
 

書
面
 

要
 

シ
ス
テ
ム
作
成
、

マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成

記
録
機
関
で
回
答
を
作
成
し
、
指
定
参
加
金
融
機
関
経

由
で
開
示
請
求
者
に
書
面
交
付
 

（
※
１
）
オ
ン
ラ
イ
ン
 
：
 
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
通
信
に
よ
る
開
示
請
求
、
回
答
送
信
。
 

書
面
 
：
 
書
面
に
よ
る
開
示
請
求
書
、
開
示
理
由
書
（
必
要
な
場
合
）
お
よ
び
回
答
書
の
送
受
信
。
 

（
※
２
）
業
務
規
程
で
予
め
利
用
者
の
同
意
を
得
た
う
え
で
開
示
請
求
者
に
開
示
理
由
書
の
届
出
を
求
め
、
機
関
お
よ
び
指
定
参
加
金
融
機
関
が
開
示
可
否
・
開
示
内
容
等
を
判
断
す
る
所
定
の
手
続
を
経
て
開
示
を
行
う
。
 

（
※
３
）
シ
ス
テ
ム
作
成
 
 
：
 
利
用
者
コ
ー
ド
等
を
検
索
キ
ー
と
し
、
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
自
動
的
に
回
答
を
作
成
。
 

マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成
 
：
 
シ
ス
テ
ム
外
の
請
求
受
付
簿
に
収
録
さ
れ
て
い
る
提
供
情
報
を
基
に
回
答
を
作
成
。
 

（
※
４
）
法
87
条
１
項
の
う
ち
、
１
号
（
イ
～
ハ
）・
２
号
（
イ
）
・
３
号
（
イ
）
に
も
と
づ
く
開
示
。
 

（
※
５
）
法
87
条
１
項
の
う
ち
、
２
号
（
ロ
）
・
３
号
（
ロ
）
に
も
と
づ
く
開
示
。
 

・
電
子
記
録
債
務
者
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
者
が
債
権
者
も
し
く
は
譲
受
人
（
相
続
人
、
そ
の
他
一
般
承
継
人
を
含
む
。
）
に
対
し
て
人
的
関
係
に
も
と
づ
く
抗
弁
を
有
す
る
場
合
に
、
通
常
開
示
に
加
え
、
当
該
債
権
者
等
か
ら
電
子
記
録

（別紙Ⅱ ５－２）
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業
務
編
「
５
．
開
示
」
 
開
示
方
式

 
 

 
2

名
義
人
に
至
る
ま
で
の
一
連
の
譲
渡
記
録
に
お
い
て
譲
受
人
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
を
追
加
で
開
示
す
る
。
 

・
な
り
す
ま
し
等
に
よ
る
譲
渡
記
録
が
な
さ
れ
た
場
合
に
、
通
常
開
示
に
加
え
、
開
示
請
求
者
か
ら
電
子
記
録
名
義
人
に
至
る
ま
で
の
一
連
の
譲
渡
記
録
等
に
お
い
て
譲
受
人
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
を

追
加
で
開
示
す
る
。
 

・
回
答
作
成
方
法
に
つ
い
て
は
、
原
則
シ
ス
テ
ム
作
成
と
す
る
。
 

（
※
６
）
法
88
条
に
も
と
づ
く
開
示
に
お
い
て
、
「
開
示
請
求
者
＝
開
示
対
象
と
な
る
債
権
記
録
の
記
録
請
求
者
」
で
あ
る
場
合
。
 

（
※
７
）
法
88
条
に
も
と
づ
く
開
示
に
お
い
て
、「
開
示
請
求
者
≠
開
示
対
象
と
な
る
債
権
記
録
の
記
録
請
求
者
」
で
あ
る
場
合
。
記
録
請
求
の
当
事
者
で
は
な
い
が
、
当
該
請
求
に
つ
き
利
害
関
係
を
有
し
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
者
が
行
う
開
示
請
求
。
 

 
 
 
 
例
）
発
生
記
録
に
お
け
る
債
務
者
が
発
生
記
録
の
請
求
を
し
て
い
な
い
と
し
て
支
払
義
務
を
否
定
し
て
い
る
場
合
に
、
最
終
債
権
者
が
、
当
該
債
務
者
が
記
録
請
求
に
当
っ
て
機
関
に
提
供
し
た
情
報
の
開
示
を
求
め
る
場
合
。
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業
務
編
「
５
．
開
示
」
 
開
示
方
式

 
 

 
3

【
Ⅱ
．
開
示
請
求
者
別
開
示
方
式
一
覧
】
 

開
示
請
求
者
 

ダ
イ
レ
ク
ト
チ
ャ
ネ
ル
利
用
者
 

窓
口
・
FA
X
等
利
用
者
 

  

現
利
用
者
 

相
続
人
 

利
用
解
約
後
の
元
利
用
者
 

現
利
用
者
 

相
続
人
 

利
用
解
約
後
の
元
利
用
者
 

記
録
事
項
の
開
示
（
8
7
条
）
 

 
 

 
 

 

通
常
開
示
 

オ
ン
ラ
イ
ン
 

オ
ン
ラ
イ
ン
 

（
オ
ン
ラ
イ
ン
利
用
継
続
時
）

書
面
 

（
オ
ン
ラ
イ
ン
利
用
継
続
時
以
外
）

書
面
 

書
面
 

書
面
 

書
面
 

 

特
例
開
示
 

書
面
 

書
面
 

書
面
 

書
面
 

書
面
 

書
面
 

提
供
情
報
の
開
示
（
8
8
条
）
 

 
 

 
 

 

通
常
開
示
 

オ
ン
ラ
イ
ン
 

オ
ン
ラ
イ
ン
 

（
オ
ン
ラ
イ
ン
利
用
継
続
時
）

書
面
 

（
オ
ン
ラ
イ
ン
利
用
継
続
時
以
外
）

書
面
 

書
面
 

（
※
１
）
 

書
面
 

（
※
１
）
 

書
面
 

（
※
１
）
 

 

特
例
開
示
 

書
面
 

書
面
 

書
面
 

書
面
 

書
面
 

書
面
 

（
※
１
）
提
供
情
報
の
開
示
（
88
条
）
に
お
い
て
、
開
示
対
象
と
な
る
債
権
記
録
に
か
か
る
記
録
請
求
当
事
者
（
情
報
提
供
者
）
が
FA
X
等
利
用
者
で
あ
っ
た
場
合
の
対
応
 

• 
記
録
請
求
に
当
っ
て
機
関
に
提
供
さ
れ
た
情
報
が
書
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
機
関
と
し
て
当
該
書
面
の
閲
覧
請
求
、
謄
本
ま
た
は
抄
本
の
交
付
請
求
に
応
じ
る
必
要
が
あ
る
（
法
88
条
１
項
１
号
・
２
号
）
。
 

• 
利
用
者
か
ら
FA
X
等
に
よ
り
記
録
請
求
が
な
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
も
「
当
該
情
報
は
あ
く
ま
で
電
磁
的
に
記
録
さ
れ
て
い
る
情
報
」
と
す
る
。
 

（
利
用
者
が
FA
X
等
に
よ
り
記
録
請
求
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
参
加
金
融
機
関
は
「
記
録
請
求
の
取
次
ぎ
者
」
と
の
位
置
付
け
で
あ
り
、
参
加
金
融
機
関
が
FA
X
等
に
よ
り
書
面
を
受
領
し
た
時
点
で
は
「
機
関
に
提
供
さ
れ
た
」
こ

と
に
は
な
ら
ず
、
記
録
請
求
に
当
っ
て
機
関
に
提
供
さ
れ
た
情
報
は
電
磁
的
に
記
録
さ
れ
て
い
る
情
報
と
な
る
。
た
だ
し
、
不
実
の
電
子
記
録
に
つ
い
て
の
機
関
の
責
任
等
を
考
慮
す
れ
ば
、
ト
ラ
ブ
ル
発
生
時
の
重
要
な
疎
明
資
料

と
し
て
FA
X
等
の
一
定
期
間
の
保
管
は
必
要
。）
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(別紙Ⅱ ５－３)

利用者からの開示請求に対する対応フロー

１．オンラインの場合

開示請求者

請求目的
通常開示

特例開示

記録事項―オンライン開示

１．開示請求者が電子記録債務
者として記録されている者であり、
債権者もしくは譲受人等に対して
人的抗弁を有するとき

２．開示請求者を電子記録義務者
とする譲渡記録等がされている場
合において、当該電子記録が、
■代理権を有しない者が当該開
示請求者の代理人としてした請求
によってされたもの
■当該開示請求者になりすました
者の請求によってされたもの
であるとき

開示理由書の準備

書面

インターネットバンキング
ファームバンキング
ＥＢサービス
ログイン

電子記録債権ログイン
利用者コード

請求事項
記録事項

提供情報

オンライン開示
不可

請求目的
通常開示

特例開示

提供情報―オンライン開示

電子記録の請求が適法であるか
どうかについて利害関係を有する
者で、（当該提供情報の開示請求
に）正当な理由があるとき

開示理由書の準備

書面

オンライン開示
不可

（提供情報―特例開示へ）

元利用者の場合
（記録事項―2.書面の場合へ）

                     利用者死亡の場合
　　　　　（記録事項―2.書面の場合へ）
※ただし、参加金融機関が相続人に対してオンラ
インによる継続利用を許容した場合はオンライン
開示も可とする。

ログイン
エラー

（記録事項―特例開示へ）
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（別紙Ⅱ５－３）

利用者からの開示請求に対する対応フロー

２．書面の場合（含む特例開示）

開示請求者

自行利用者
Ｎｏ

Ｙｅｓ

請求目的
通常開示

特例開示

記録事項ーオフライン開示

開示受付不可

理由の妥当性
なし

あり／

１．開示請求者が電子記録債務
者として記録されている者であり、
債権者もしくは譲受人等に対して
人的抗弁を有するとき

２．開示請求者を電子記録義務者
とする譲渡記録がされている場合
において、当該電子記録が、
■代理権を有しない者が当該開
示請求者の代理人としてした請求
によってされたもの
■当該開示請求者になりすました
者の請求によってされたもの
であるとき

開示理由書の準備

　　　　　記録事項ー特例開示
１．通常開示に加え、人的抗弁の
相手方である債権者等から電子
記録名義人に至るまでの一連の
譲渡記録において譲受人として記
録されている者の氏名または名称
および住所を開示する。
２．通常開示に加え、当該開示請
求者から電子記録名義人に至るま
での一連の譲渡記録において譲
受人として記録されている者の氏
名または名称および住所を開示す
る。

元自行利用者
Ｎｏ

Ｙｅｓ

利用者死亡
Ｎｏ

Ｙｅｓ

開示請求者が利
用者の相続人

Yes

No

自行利用者
Ｎｏ

Ｙｅｓ

元自行利用者
Ｎｏ

Ｙｅｓ

利用者死亡
Ｎｏ

Ｙｅｓ

開示受付不可

書面

請求事項
記録事項

提供情報

開示受付不可

請求目的
通常開示

特例開示

自行利用者
Ｎｏ

Ｙｅｓ

開示受付不可元自行利用者
Ｎｏ

Ｙｅｓ

利用者死亡
Ｎｏ

Ｙｅｓ

　　提供情報ーオフライン開示

①該当する提供情報がＩＢ等に
よるものである場合、オフライン
開示（銀行ー機関はオンライン）
②該当する提供情報がＦＡＸ等
によるものである場合、参加金
融機関に保管された当該開示請
求者の記録請求時の提供情報
の写しを書面交付

電子記録の請求が適法であるか
どうかについて利害関係を有する
者で、（当該提供情報の開示請求
に）正当な理由があるとき

開示理由書の準備

書面

理由の妥当性
なし

自行利用者
Ｎｏ

Ｙｅｓ

元自行利用者
Ｎｏ

Ｙｅｓ

利用者死亡
Ｎｏ

Ｙｅｓ

開示受付不可

開示受付不可

　　　　提供情報ー特例開示

※開示請求者≠開示対象とな
る債権記録の記録請求者であ
る場合に、記録請求に当り機関
に提供された情報を開示する

書面

開示請求書の
作成

開示受付不可

開示請求者が利
用者の相続人

Yes

No

開示請求者が利
用者の相続人

Yes

No
開示受付不可

開示請求者が利
用者の相続人

Yes

No

③「特例開示」については、開示請求者が書面で参
加金融機関に開示依頼を行い、参加金融機関が記
録機関に帳票作成を依頼、記録機関で帳票を出力
し、参加金融機関経由で開示請求者に交付すること
とする。

④提供情報は、機関ＤＢ内情報の提供を原則とする。

①ＦＡＸ、郵送による開示請求における本人確認に
ついては、銀行取引の証票受付時に準じた取扱とす
る。

他行誘導

機関誘導

②例えば、指定金融機関の承継
先が不明のケース。機関は利用
者ＤＢ等を確認し、利用者に回答
する。

他行誘導

機関誘導

開示受付不可

機関による
理由の妥当性

なし

あり

書面

判断不能

他行誘導

機関誘導

他行誘導

機関誘導

あり／ 判断不能

開示受付不可

機関による
理由の妥当性

書面

なし

あり
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（
別
紙
Ⅱ
 
５
－
４
）
 

業
務
編
「
５
．
開
示
」
 
検
索
キ
ー
、
処
理
方
式

 

 

１
．
 検
索
キ
ー
に
つ
い
て

 
検
索
キ
ー
 

前
提
 

開
示
目
的
 

必
須
 

任
意
選
択
 

利
用
者
：
甲
 

【
記
録
事
項
の
開
示
】
 

（
Ａ
行
ロ
グ
イ
ン
）
 

 
 

指
定
参
加
金
融
機
関
が
Ａ
行
で
自
身
が
記
録
さ
れ

て
い
る
電
子
記
録
債
権
の
記
録
事
項
 

個
別
債
権
記
録
の
確
認
 

記
録
番
号
 
－
 

①
利
用
者
番
号
 
 

一
定
範
囲
の
債
権
記
録
の
確
認
 

立
場
 

債
権
金
額
（
範
囲
指
定
）
、
支
払
期
日
（
範
囲
指
定
）
、
相
手
方
*
の
金

融
機
関
ｺ
ｰ
ﾄﾞ
・
口
座
番
号
等
、
譲
渡
記
録
有
無
、
強
制
執
行
等
記
録

有
無
、
支
払
等
記
録
有
無
、
信
託
記
録
有
無
 

②
金
融
機
関
ｺ
ｰ
ﾄﾞ
 
【
提
供
情
報
の
開
示
】
 

個
別
請
求
情
報
の
確
認
 

記
録
番
号
 
－
 

立
場
、
請
求
日
 

③
決
済
口
座
情
報
 

 
 

指
定
参
加
金
融
機
関
が
Ａ
行
で
自
身
が
請
求
者
と

し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
請
求
受
付
簿
の
情
報
 

 
 

一
定
範
囲
の
請
求
情
報
の
確
認
 

（
範
囲
指
定
）
 

債
権
金
額
（
範
囲
指
定
）
、
支
払
期
日
（
範
囲
指
定
）
、
相
手
方
の
金
融

機
関
ｺ
ｰ
ﾄﾞ
・
口
座
番
号
等
、
記
録
請
求
内
容
 

参
加
金
融
機
関
 
【
記
録
事
項
の
開
示
】
 

個
別
債
権
記
録
の
確
認
 

記
録
番
号
 
－
 

（
Ａ
行
）
 

指
定
参
加
金
融
機
関
が
Ａ
行
で
、
甲
が
記
録
さ
れ
て

い
る
電
子
記
録
債
権
の
記
録
事
項
 

甲
社
の
サ
ー
ビ
ス
利
用
状
況
の
確
認
 

 
 

指
定
参
加
金
融
機
関
が
Ａ
行
に
な
っ
て
い
る
電
子
記

録
債
権
の
記
録
事
項
 

自
行
利
用
者
の
サ
ー
ビ
ス
利
用
状
況
の
確
認
 

立
場
 

利
用
者
番
号
、
支
店
ｺ
ｰ
ﾄ
ﾞ、
決
済
口
座
情
報
、
債
権
金
額
（
範
囲
指

定
）
、
支
払
期
日
（
範
囲
指
定
）
、
相
手
方
の
金
融
機
関
ｺ
ｰ
ﾄﾞ
・
口
座
番

号
等
、
譲
渡
記
録
有
無
、
強
制
執
行
等
記
録
有
無
、
支
払
等
記
録
有

無
、
信
託
記
録
有
無
 

①
金
融
機
関
ｺ
ｰ
ﾄﾞ
 
【
提
供
情
報
の
開
示
】
 

個
別
請
求
情
報
の
確
認
 

記
録
番
号
 
－
 

 
 

指
定
参
加
金
融
機
関
が
Ａ
行
で
甲
が
請
求
者
と
し

て
記
録
さ
れ
て
い
る
請
求
受
付
簿
の
情
報
 

甲
社
の
請
求
状
況
の
確
認
 

立
場
、
請
求
日
 

 
 

指
定
参
加
金
融
機
関
が
Ａ
行
に
な
っ
て
い
る
請
求
受

付
簿
の
情
報
 

自
行
利
用
者
の
請
求
状
況
の
確
認
 

（
範
囲
指
定
）
 

利
用
者
番
号
、
支
店
ｺ
ｰ
ﾄﾞ
、
債
権
金
額
（
範
囲
指
定
）
、
支
払
期
日
（
範

囲
指
定
）
、
相
手
方
の
金
融
機
関
ｺ
ｰ
ﾄﾞ
・
口
座
番
号
等
、
記
録
請
求
内

容
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（
別
紙
Ⅱ
 
５
－
４
）
 

業
務
編
「
５
．
開
示
」
 
検
索
キ
ー
、
処
理
方
式

 

 

２
．
 処
理
方
式
に
つ
い
て

 
請
求
元
 

大
分
類
 

中
分
類
 

小
分
類
 

処
理
方
式
 *
1
 

備
考
 

個
別
債
権
記
録
の
確
認
 

オ
ン
ラ
イ
ン
処
理
 

 
 

オ
ン
ラ
イ
ン
処
理
 *
2
 
 
2
0
0
件
ま
で
で
打
ち
切
り
 *
3
 

最
新
情
報
開
示
 

（
抄
本
）
 

一
定
範
囲
の
照
会
 

デ
ィ
レ
ー
ド
処
理
 

 
 

個
別
債
権
記
録
の
確
認
 

デ
ィ
レ
ー
ド
処
理
 
 
限
定
的
に
利
用
す
る
 

記
録
事
項
の
開
示
 

全
部
開
示
 

（
謄
本
）
 

一
定
範
囲
の
照
会
 

デ
ィ
レ
ー
ド
処
理
 
 
限
定
的
に
利
用
す
る
 

個
別
債
権
記
録
の
確
認
 

オ
ン
ラ
イ
ン
処
理
 

 
 

オ
ン
ラ
イ
ン
処
理
 *
2
 
 
2
0
0
件
ま
で
で
打
ち
切
り
 *
3
 

利
用
者
に
よ
る
開
示
 

提
供
情
報
の
開
示
 

一
定
範
囲
の
照
会
 

デ
ィ
レ
ー
ド
処
理
 

 
 

個
別
債
権
記
録
の
確
認
 

オ
ン
ラ
イ
ン
処
理
 

 
 

オ
ン
ラ
イ
ン
処
理
 *
2
 
 
2
0
0
件
ま
で
で
打
ち
切
り
 *
3
 

最
新
情
報
開
示
 

（
抄
本
）
 

一
定
範
囲
の
照
会
 

デ
ィ
レ
ー
ド
処
理
 

 
 

個
別
債
権
記
録
の
確
認
 

デ
ィ
レ
ー
ド
処
理
 
 
限
定
的
に
利
用
す
る
 

記
録
事
項
の
開
示
 

全
部
開
示
 

（
謄
本
）
 

一
定
範
囲
の
照
会
 

デ
ィ
レ
ー
ド
処
理
 
 
限
定
的
に
利
用
す
る
 

個
別
債
権
記
録
の
確
認
 

オ
ン
ラ
イ
ン
処
理
 

 
 

オ
ン
ラ
イ
ン
処
理
 *
2
 
 
2
0
0
件
ま
で
で
打
ち
切
り
 *
3
 

金
融
機
関
に
よ
る
開
示
 

提
供
情
報
の
開
示
 

一
定
範
囲
の
照
会
 

デ
ィ
レ
ー
ド
処
理
 

 
 

*1
オ
ン
ラ
イ
ン
処
理
、
デ
ィ
レ
ー
ド
処
理
の
二
つ
の
い
ず
れ
か
の
選
択
を
必
須
と
す
る
。

 
*2

 エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
が
タ
イ
ム
ア
ウ
ト
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
際
に
は
検
索
キ
ー
を
変
更
し
再
度
、
開
示
し
て
も
ら
う
こ
と
と
な
る
。

 
*3

 記
録
番
号
の
件
数
、
閾
値
に
つ
い
て
は
性
能
を
検
証
し
た
際
に
見
直
す
可
能
性
が
あ
る
。
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（別紙Ⅱ　６－１）

支払不能事由 異議申立事由 備考

1号－資金不足 1号ー資金不足

資金不足 資金不足 ○

取引なし 債務者口座なし ○

2号－0号、1号以外（以下交換所細則例示） 2号－0号、1号以外

契約不履行 契約不履行 ○ ○

債権不存在 ○ ○

詐取 発生記録瑕疵 ○ ○

紛失

盗難

印鑑（署名鑑）相違

偽造

変造

取締役会承認等不存在 取締役会承認等不存在 ○ ○

金額欄記載方法相違

約定用紙相違

その他 その他 ○ ○

0号－(不渡届の提出不要) 0号

A　手形法・小切手法等による事由

形式不備

裏書不備

引受なし

呈示期間経過後（手形限定）

呈示期間経過後･支払委託取消（小切手限定）

期日未到来

除権決定

B　破産法等による事由 破産法等による事由 ○

a．財産保全処分等

破産法による財産保全処分中

破産法による包括的禁止命令

会社更生法による財産保全処分中

会社更生法による包括的禁止命令

民事再生法による財産保全処分中

民事再生法による包括的禁止命令

会社法による財産保全処分中

b．手続開始決定等

破産手続開始決定

会社更生手続開始決定

民事再生手続開始決定

清算手続による弁済禁止

会社特別清算開始

c．命令等に基づく事由

支払禁止の仮処分決定

d．外国倒産処理手続に対する援助の処分にかかる事由

外国倒産処理手続に対する援助の処分中

C　案内未着等による事由

案内未着

依頼返却
支払猶予
（債権者同意あり）

○
振込電文送信停止・組戻によ
る

該当店舗なし

レート相違・換算相違

再交換禁止

振出人等の死亡 債務者死亡 ○

入金不能 ○

債権者口座なし ○

D　その他による事由

上記A、B、C以外の事由 上記以外の事由 ○

電子記録債権における支払不能事由と異議申立事由

手形交換所規則
電子記録債権

不正アクセスによる発生記録
等を想定（特例扱いの対象）

項目

不実記載 ○ ○
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（別紙Ⅱ　６－２）

支払不能情報の登録項目

支払不能利用者情報 備考

利用者番号

属性コード 法人、個人事業者

法人名/個人事業者名

法人名/個人事業者名カナ

屋号

屋号カナ

郵便番号

住所

代表者名

代表者名カナ

資本金区分コード 大企業、中堅企業、中小企業１、中小企業２

設立年月日

生年月日 個人事業者の場合

支払不能(1回目)登録日

支払不能(2回目)登録日

支払不能債権の内容

記録番号

債務者の指定参加金融機関名

支店名

支払期日

支払不能通知受付日

支払不能適用開始日

支払不能事由コード １号、２号

支払不能事由詳細コード 資金不足等の事由
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支払不能登録手順 

 
手順項目 説明・詳細事項 

(1) 仕向銀行に対する決済情報の提供 

〔でんさいネット → 仕向銀行〕 

ａ．でんさいネットは、利用制限措置、債務者利用停止措置とな

っている利用者にかかる電子記録債権についても、仕向銀行

に対して決済情報を提供する。 

 

ｂ．仕向銀行は、債務者利用停止措置中の債務者についても口座

間送金決済の手続きを行うことができる。 

通常の利用者と同様、当該債務者について口座間送金決済が

できれば「口座間送金決済があった旨の通知」（以下、「口座

間送金決済通知」という）、資金不足であれば支払不能通知１

号をでんさいネットに送信する。 

 

(2) 決済用口座・支払資金の引落し可否

の確認 

〔仕向銀行〕 

ａ．決済情報に記載された債務者の決済口座が仕向銀行の事務ミ

スによって解約等され存在しない場合、仕向銀行は、口座間

送金決済を行うことはできない。 

※提供した決済情報と仕向銀行から送付された「口座間送

金決済通知」とのでんさいネットによる内容突合確認に

おいて、債務者口座番号の突合確認は行わないものとす

る。 

口座間送金決済を行うことができなかった場合は、支払不能

通知１号を送信する。 

 

ｂ．決済情報が提供された電子記録債権に対して差押命令等があ

った場合、（でんさいネットまたは第三債務者から連絡を受け

て）仕向銀行は、支払不能通知０号を送信する。 

 

ｃ．決済情報提供前に差押命令等がでんさいネット（および電子

記録債権の債務者）に送達された場合、でんさいネットは、

当該電子記録債権に強制執行等の記録を行い、仕向銀行に対

して決済情報の提供を行わない。また、民事執行規則第 150

条の 10 第 5 項に該当する場合を除き、各記録請求を行わない

（強制執行等の記録がなされている電子記録債権に対して、

仕向銀行は支払不能通知の送信も要しない）。 

 

ｄ．差押命令等の送達前に、現金払い等によって支払期日前に決

済が終了している場合、差押に優先して当事者による支払等

記録が可能となるケースが想定される。このような場合、当

事者による支払等記録が差押債権者に対抗することができる

か否かはでんさいネットにおいて関知できない。差押命令等

の送達により、原則としてでんさいネットは電子記録を禁止

されることから、支払等記録の請求者に証明責任を課し、差

押債権者に対抗できることを裁判上証明することを条件に、

支払等記録請求を認める取扱いとする。 

 

（別紙Ⅱ ６－４）
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手順項目 説明・詳細事項 

(3) 提供された決済情報にかかる仕向銀

行による口座間送金決済手続きおよび

でんさいネットに対する「口座間送金

決済通知」の送信 

〔仕向銀行 → でんさいネット〕 

ａ．「口座間送金決済通知」は、仕向銀行が支払期日に債権者の指

定参加金融機関に対して法第 62 条第２項に定める口座間送金

決済による支払処理を行ったことをでんさいネットに通知す

るものである。 

 

ｂ．仕向銀行は、原則として、支払期日中にでんさいネットに対

して、「口座間送金決済通知」をリアルタイム送信またはバッ

チ処理によって送信する（例外的に、未送信為替の取扱いを

支払期日の翌営業日に行った場合は当該日に同通知を送信す

ることがある。）。 

仕向銀行は、支払期日の２銀行営業日目以降に「口座間送金

決済通知」をでんさいネットに送信することはできない（た

だし、支払不能通知の取消がある場合について例外あり）。 

 

ｃ．仕向銀行の資金引落に関する時限、回数、方法等に関するル

ールは定めない（債務者と仕向銀行の個別対応とする）。過振

りや貸越等の取扱いも仕向銀行の個別対応とする。 

なお、過振り、貸越により支払った後、後日債務者の債務不

履行が生じた場合であっても、仕向銀行は支払不能通知を送

信する必要はない。 

 

【「口座間送金決済通知」を送信しないケース】 

・支払不能通知を送信する場合 

（「口座間送金決済通知」と「支払不能通知」は排他的関係に

あり、決済情報が提供された電子記録債権について「口座

間送金決済通知」を送信しないときは、必ずいずれかの支

払不能通知が送信されることになる。） 

 

(4) 提供された決済情報のうち、支払期

日に口座間送金決済を行うことができ

ない電子記録債権についての仕向銀行

によるでんさいネットに対する「支払

不能通知」の送信 

〔仕向銀行 → でんさいネット〕 

ａ．支払不能通知は、支払期日に口座間送金決済による支払いが

できない電子記録債権について、その支払不能の事由を示す

ものである（支払期日の全銀システムのテレ為替通信終了時

限以降に、当事者による支払等記録請求がなされた場合であ

っても、支払不能通知の対象となる）。 

その事由（０号、１号、２号）の詳細は要綱記載のとおり。 

０号：口座間送金決済を行うことができなかったが、支払

不能ルールの対象とする必要がないもの 

１号：【債務者が支払えないもの】：資金不足 

２号：【債務者が支払わないもの】 

 

ｂ．支払不能事由が重複する場合は次による。 

①０号支払不能事由と１号または２号支払不能事由が重複する

場合は、０号支払不能事由が優先する。 

②１号支払不能事由と２号支払不能事由が重複する場合は、１

号支払不能事由が優先する。ただし、１号支払不能事由と不

実記載を理由とする２号支払不能事由が重複する場合は、２

号支払不能事由を適用する。 
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手順項目 説明・詳細事項 

ｃ．仕向銀行は、原則として、支払期日中にでんさいネットに対

して、支払不能通知をリアルタイム送信またはバッチ処理に

よって送信する。支払期日より前に支払不能通知を送信する

ことは不可とする。 

 

ｄ. 仕向銀行は、でんさいネットの支払等記録の登録時限までに

限り、リアルタイム送信またはバッチ処理によって送信した

支払不能通知を別の支払不能通知に修正することができる。 

 

ｅ．仕向銀行がでんさいネットに送信する支払不能通知の項目は

決済情報項目＋支払不能フラグとする。 

 

(5) 依頼返却類似の取扱いによる決済停

止 

〔（被仕向銀行）→ 仕向銀行 → でんさ

いネット〕 

（以下の依頼返却類似の取扱いのいずれの場合についても債権者

の同意があることを前提とし、仕向銀行が任意で実施する顧客

サービスの範囲とする。） 

 

①振込（振替）停止 

ａ．仕向銀行は、決済情報提供日から支払期日の口座間送金決済

実施前までに債務者から支払停止の申出があり、仕向銀行に

おいて口座間送金決済処理を停止することが可能である場合

は、口座間送金決済を停止し、でんさいネットに対して支払

不能通知０号を送信する（仕向銀行において決済処理を停止

することが不可能である場合は、口座間送金決済手続きを継

続する）。 

 

②組戻依頼および資金返戻 

ｂ．仕向銀行において、すでに口座間送金決済の処理（例、全銀

システムを通じた振込電文を送信済）を行っている場合、仕

向銀行は被仕向銀行（債権者）に対して組戻依頼を行う（こ

の場合、いったんでんさいネットに対する「口座間送金決済

通知」の送信を中止する。） 

その結果、被仕向銀行（債権者）から支払期日の翌営業日*ま

でに資金返戻がなされた場合、仕向銀行はでんさいネットに

対して支払不能通知０号を送信する。 

* 口座間送金決済の処理を行った電子記録債権については、支

払期日の翌営業日までに「口座間送金決済通知」をでんさい

ネットに送信しなければならないため。 

 

ｃ．仕向銀行の組戻依頼に対して、仕向銀行がでんさいネットに

対して「口座間送金決済通知」を送信した後から、支払期日

の２銀行営業日後の午後 11 時までに被仕向銀行（債権者）か

ら資金返戻がなされた場合、仕向銀行は、「口座間送金決済通

知」の取消申請をでんさいネットに行ったうえで、支払不能

通知０号を送信する。 

 

ｄ．組戻依頼を行ったが、支払期日の２銀行営業日後の午後 11 時
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までに被仕向銀行（債権者）から資金返戻がなされかった場

合、（仕向銀行から「口座間送金決済通知」が送信されている

ので、）でんさいネットは、当該電子債権記録について支払等

記録を登録する。 

 

ｅ．でんさいネットによる支払等記録の後、被仕向銀行から資金

返戻がなされた場合、仕向銀行は、でんさいネットに対して

支払等記録の取消のための変更記録請求を行った（この場合

における利害関係者の承諾手続きは不要とすることについて

事前に業務規程等で同意を得ていることを前提にする）後、

支払不能通知０号を通知する。 

（でんさいネットによる支払等記録の後、仕向銀行から支払等

記録の取消がなされた場合における、支払不能通知は０号の

み許容する） 

 

ｆ．上記ｅ．の取扱いを行ったとき、当該債務者の利用者ＤＢ上

のステータスが、「利用制限措置（既存分あり）」から「任意

解約・強制解約」に遷移した状態であった場合、でんさいネ

ットは、当該利用者ステータスを「利用制限措置（既存分あ

り）」に戻す修正を行う。 

 

(6) 被仕向銀行（債権者）から資金返戻

があった場合の支払不能通知０号の登

録 

〔被仕向銀行 → 仕向銀行 → でんさい

ネット〕 

ａ．被仕向銀行は、決済情報上の債権者口座が存在しない等のた

め仕向銀行から送金された債権金額を入金することができな

い場合、仕向銀行に資金返戻を行う。 

 

ｂ．資金返戻が、支払期日における仕向銀行のでんさいネットに

対する「口座間送金決済通知」送信前である場合、仕向銀行

は、この電子記録債権について支払不能通知０号をでんさい

ネットに送信する。 

 

ｃ．資金返戻が、「口座間送金決済通知」の送信後、支払期日の２

営業日後の午後 11 時までになされた場合、仕向銀行は「口座

間送金決済通知」の取消処理を行った後、支払不能通知０号

をでんさいネットに送信する。 

 

ｄ．でんさいネットによる支払等記録の登録時限後に被仕向銀行

から資金返戻がなされた場合については、(5)②ｅ．と同様。 

 

(7) 支払不能フラグの登録 

〔でんさいネット〕 

ａ．でんさいネットは、支払期日から２銀行営業日後の支払等記

録の登録時限に、仕向銀行から送信された支払不能通知にも

とづき該当する電子債権記録に支払不能フラグを登録する。 

なお、債権記録に記録された支払不能に関する情報は利用者

（電子記録債務者および電子記録名義人）、参加金融機関の開

示対象項目とする。 

 

ｂ．でんさいネットは、支払不能フラグが登録された電子債権記
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録の被仕向銀行（債権者側参加金融機関）および仕向銀行

（債務者側参加金融機関）にその旨を通知する（当該通知は

支払不能フラグの登録日の翌銀行営業日（＝支払期日から３

銀行営業日目）に両者に送信する）。 

当該通知を受けた被仕向銀行は、債権者に通知する。 

 

(8) でんさいネットによる支払不能通知

送信依頼の発信 

〔でんさいネット → 仕向銀行〕 

 

 

ａ．でんさいネットは、決済情報を提供したにもかかわらず、支

払等記録および支払不能フラグの登録時限までに仕向銀行か

ら「口座間送金決済通知」または支払不能通知が送信されて

いない場合、仕向銀行に対して「支払不能通知送信依頼」を

通知する。 

 

ｂ．「支払不能通知送信依頼」に応じて、仕向銀行はでんさいネッ

トに対して「口座間送金決済通知」または支払不能通知を通

知するものとする。（本件にかかるペナルティについては、

(11)ｆ．参照） 

 

(9) 支払不能ルールの適用 

〔でんさいネット〕 

ａ．でんさいネットは、登録した支払不能フラグを元にして、支

払不能ルールが適用される利用者に関する「支払不能（１回

目）利用者通知」および「債務者利用停止措置適用者通知」

を作成する。 

支払不能フラグ０号 ：支払不能ルールの適用なし 

支払不能フラグ１号 ：支払不能ルールの適用カウント対象

支払不能フラグ２号 ：異議申立の処理状況によって支払不

能ルールのカウント対象可否をでん

さいネットが判断する。 

（支払不能フラグ２号の取扱いについては、後記「異議申立－

異議申立預託金返還許諾申請にかかる取扱い」参照） 

 

ｂ．支払不能ルールの適用カウント回数は、登録された支払不能

フラグの数ではなく、支払不能フラグが登録された電子債権

記録の支払期日を基準とする。 

同一支払期日に同一債務者にかかる複数の電子記録債権に支

払不能フラグが登録されても（例えば、同一債務者に対して

決済情報を提供した 100 件の電子記録債権について、すべて

支払不能フラグ１号が登録されたような場合）、支払不能ルー

ルの適用回数は１回目とカウントする。 

 

ｃ．でんさいネットは、上記ａ．で作成した両通知を「支払不能

情報センター（仮称）」（以下、センター）に登録する。セン

ターは、支払不能ルールが適用された利用者を電子記録債権

制度から排除するため、本登録内容を全参加金融機関に通知

する。 

 

ｄ．でんさいネットは、作成した「支払不能（１回目）利用者通

知」、「債務者利用停止措置適用者通知」に掲載された利用者
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番号をもとに利用者に対して名寄せ処理を行い、利用者番号

は別であるが同一利用者であると判断できる場合は同一人と

する処理をしたうえで、「支払不能（１回目）利用者通知【訂

正または追加情報】」または「債務者利用停止措置適用者通知

【訂正または追加情報】」を作成し、センターに登録する。 

 

ｅ．支払不能ルール適用による支払不能利用者の情報保有期間

は、登録日から２年間とする。 

 

(10) 支払不能ルール適用者の利用者Ｄ

Ｂの利用ステータスの更新 

〔でんさいネット〕 

ａ．でんさいネットは、「債務者利用停止措置適用者通知」に掲載

された情報をもとに、当該利用者の利用者ＤＢ上の利用ステ

ータスに「債務者利用停止措置」を登録する（正常利用者 → 

債務者利用停止措置となり、利用制限措置フラグとは別枠設

定）。 

 

(11) 支払不能通知の取消、訂正 

〔仕向銀行 → でんさいネット〕 

〔支払不能情報センター〕 

ａ．仕向銀行は、でんさいネットに通知した支払不能通知につい

て取扱錯誤があった場合、書面により、でんさいネットに対

して当該支払不能通知の取消請求を行うとともに、取消後の

登録内容（「口座間送金決済通知」または適切な「支払不能通

知」）を通知する。 

 

ｂ．でんさいネットは、書面審査によって取消処理が許容される

場合、登録された支払不能フラグを取消すとともに、取消後

の登録通知内容を反映する。（いずれもでんさいネット（職

員）によるオペレーションとする。） 

 

ｃ．でんさいネットは修正後の当該利用者の電子記録債権に登録

された支払不能フラグを元に、「支払不能（１回目）利用者通

知」または「債務者利用停止措置適用者通知」の記載内容を

修正する必要がある場合は、「修正通知」を作成し、センター

に登録する。センターは「修正通知」を全参加金融機関に通

知する。 

 

ｄ．でんさいネットは、「支払不能（１回目）利用者通知」または

「債務者利用停止措置適用者通知」の「修正通知」の内容に

より、当該利用者の利用者ＤＢ上の利用ステータスを修正す

る必要が生じた場合は訂正する。 

 

ｅ．債務者利用停止措置の期間（登録日から２年間）について

も、修正後の支払不能フラグの登録状態にもとづき再計算す

る（実質的に債務者利用停止措置となる期間が２年以上にな

るケースがあり得る）。 

 

ｆ．でんさいネットは、仕向銀行に「支払不能通知送信依頼」を

発信した場合、提出済の支払不能通知に対して取消が行われ

た場合、当該参加金融機関に対して、ペナルティを課すこと
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について今後検討。 

また、でんさいネットは、支払不能通知の取消、訂正に対す

る責任は負わず、仕向銀行は債務者に対して責任をもって対

応する。 

 

(12) 支払不能（１回目）適用、債務者

利用停止措置の解除 

〔仕向銀行 → でんさいネット〕 

ａ．仕向銀行は、「支払不能（１回目）利用者通知」または「債務

者利用停止措置適用者通知」に掲載された債務者について著

しく信用を回復したとき、その他相当と認められる理由があ

るときは、でんさいネットに対して、同措置の解除を請求す

ることができる。この場合、請求書に請求参加金融機関の理

由書等の証明資料を添付しなければならない。 

 

ｂ．でんさいネットは、上記ａ．の請求を受けた場合、支払不能

審査専門委員会の審議に付し、その請求を理由があると認め

るときは、同措置を解除するとともに、「支払不能（１回目）

利用者通知」または「債務者利用停止措置適用者通知」の

「修正通知」を作成する。 
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異議申立手順－異議申立預託金返還許諾申請にかかる取扱い 

手順項目 説明・詳細事項 

(1) 支払不能通知２号の登録に対する異

議申立（異議申立預託金預り証の提

供） 

〔仕向銀行 → でんさいネット〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．仕向銀行は、でんさいネットに支払不能通知２号を通知した

場合、当該電子記録債権の支払期日の２銀行営業日目の午後

３時 30 分までに、当該債権の債権金額相当額（以下、異議申

立預託金という）が債務者から提供されたことを証した書面

を提出したうえで異議申立を請求することができる（仕向銀

行によるでんさいネットに対する異議申立の請求は書面によ

り行うものとする）。 

上記時限までにでんさいネットにおいて異議申立を受け付け

ることができなければ、通知された支払不能通知２号は支払

不能ルールの適用対象となる。 

 

ｂ．仕向銀行における債務者からの異議申立預託金の提供は、仕

向銀行が債務者から債権金額相当額を別段預金に預け入れ、

債務者の決済口座とは別管理としたうえで、「異議申立預託金

預り証」をでんさいネットに郵送（いったんＦＡＸによりで

んさいネットに送信した後、原本を郵送する取扱いを想定）

することによる。 

なお、債務者からの異議申立預託金の差出手続きについて

は、でんさいネットとしての統一基準は設けない。 

 

ｃ．でんさいネットは、異議申立請求書および異議申立預託金預

り証を受理した場合、支払等記録の登録時限までに、送信さ

れた支払不能通知２号の電子記録債権に「異議申立あり」を

登録する。 

 

ｄ．でんさいネットは、「異議申立預託金預り証」を受け入れたと

きは、「異議申立預託金預り証受理証」を仕向銀行に交付する

とともに、異議申立がなされたことを被仕向銀行に通知す

る。 

  なお、異議申立中の債権記録に対して、削除のための変更記

録請求は許容しない。 

 

ｅ．でんさいネットは、異議申立を受け付けた場合、当該支払不

能フラグ２号については支払不能ルールの適用回数にカウン

トしないものとする。 

 

(2) 異議申立預託金の返還 

〔でんさいネット → 仕向銀行〕 

 

 

 

ａ．でんさいネットは、要綱別紙Ⅱ６-５に掲げる場合におい

て、仕向銀行から異議申立預託金返還許諾申請書による許諾

申請があったときは異議申立預託金の返還を許可するものと

する。 

 

ｂ．異議申立預託金の返還事由にもとづく、対象となった支払不

能フラグ２号に対する支払不能ルールの適用可否は、要綱別

紙Ⅱ６-５のとおりとする。 
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異議申立預託金の返還によって支払不能ルールが適用される

ことになった場合、その返還許可日を支払不能ルールのカウ

ント対象日とする。 

 

ｃ．でんさいネットは、異議申立預託金の返還許可をして、支払

不能ルールの適用を行わない場合、支払不能フラグ２号かつ

「異議申立」の登録がある電子債権記録に「支払不能ルール

対象外となった事由」を追加登録する（請求受付簿、記録原

簿に訂正記録等の当該登録にかかる記録は行わない）。 

 

ｄ．①異議申立にかかる支払不能フラグ２号の電子記録債権につ

いて債務者に当該債権金額の支払義務のあることが裁判によ

り確定した場合の被仕向銀行からの「支払義務確定届」、②異

議申立にかかる支払不能フラグ２号の電子記録債権について

当該電子記録債権を請求債権とし異議申立預託金の返還請求

権を差押債権とする差押命令（差押・転付命令を含む）が仕

向銀行に送達された場合の被仕向銀行からの「差押命令送達

届」が、でんさいネットに受理され、かつ、当該受理日から

起算して２ヶ月後の応答日以後においても当該電子記録債権

の支払がなされていない場合には、被仕向銀行はでんさいネ

ットに対して、当該支払不能となった電子記録債権の債務者

の支払不能ルール適用の審査を請求することができる。 

 

(3) 異議申立〔特例〕（異議申立預託金

の免除） 

〔仕向銀行 → でんさいネット〕 

ａ．仕向銀行は、２号支払不能事由が「不実記載」にあたる場合

は、でんさいネットに対して、異議申立預託金の免除の請求

をすることができる。この請求は書面によるものとし、決済

規則（規程文書については今後検討）において規定する証明

資料* を併せてでんさいネットに送付するものとする。 

* 交換所の取引停止処分においては、①告訴状写および同

受理証明書写、②振出人等の陳述書、③当座勘定取引証

明書、④届出印鑑写、⑤偽造または変造手形の写が、添

付書類として規定されているが、そのまま電子記録債権

制度には適用できない。 

 

異議申立〔特例〕の請求期限は、異議申立と同様、当該電子

記録債権の支払期日の２銀行営業日目の午後３時 30 分までと

するが、証明資料のうち上記①の書類等の提出期限は、支払

期日から起算して10銀行営業日までとする。 

 

ｂ．でんさいネットは、仕向銀行から特例扱いの異議申立が行わ

れた場合、「支払不能審査専門委員会（仮）」を開催し、異議

申立預託金の免除可否を審査する。 

 

【異議申立預託金の免除請求が承認された場合】 

債務者による異議申立預託金の提供を免除するとともに、異

議申立が成立したものとして、当該支払不能フラグ２号につい
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手順項目 説明・詳細事項 

ては支払不能ルール適用対象外とする。 

 

【異議申立預託金免除請求が却下された場合】 

仕向銀行は却下された日の翌々銀行営業日のでんさいネット

のコアタイム終了時限までにでんさいネットに異議申立預託金

の預かり手続きを完了しなければならない。 

異議申立預託金預り証の提供がなされない場合、異議申立が

当初から行われなかったものとみなし、でんさいネットは、当

該電子債権記録に支払不能ルールを適用し、当該電子債権記録

の支払期日を基準にして、「支払不能（１回目）利用者通知」ま

たは「債務者利用停止措置適用者通知」の「追加通知」をセン

ターに登録し、センターは全参加金融機関に通知する。 

 

 

以 上 
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異議申立提供金返還 （別紙Ⅱ ６－５）

承認 却下

受領

未受領

承認

却下

債権者側銀行
【被仕向銀行】

債権者債務者
債務者側銀行
【仕向銀行】

でんさいネット

審査専門委員会（仮）

異議申立
預託金返還許諾

事故解消届
提出依頼

処分審査
請求依頼

当事者間の和解等による
事故解消

確定判決（支払義務無）

審査専門委員会（仮）

支払不能が不正作出による場合の
異議申立提供金返還請求

請求
理由

裁判上の和解、調停等による
支払義務確定

支払義務確定届
提出依頼

預託金返還請求権に対する
差押命令等

差押命令送達届
提出依頼

１号

異議申立
提供金
返還請求

異議申立取下
事由

１号、２号、３号、４号、５号

６号

７号

２号

４号

３号

５号

６号

7号

８号

９号

10号

資金

　　　　　　○異議申立取下事由
　
・第１号
　支払不能事故解消届
・第２号
　確定判決（支払義務無）
・第３号
　異議申立から２年経過
・第４号
　債務者死亡
・第５号
　預金保険法の保険事故
・第６号
　異議申立取下
・第７号
　別口の支払不能による支払不能処分
・第８号
　提供金返還請求権に対する差押命令等があった場合
・第９号
　裁判上の和解、調停等による支払義務確定があった場合
・第10号
　支払不能が不正作出による場合の異議申立提供金返還請
求

事故解消届事故解消届
異議申立預託金
返還許諾申請書

異議申立預託金
返還許諾申請書
兼受取書

異議申立から２年経過

債務者死亡

預金保険法の保険事故

異議申立取下

別口の支払不能による
支払不能処分

支払不能処分対象外

支払不能処分対象

支払不能処分済

差押命令
送達届

異議申立預託金
返還許諾申請書

異議申立提供金
返還請求依頼書

差押命令
送達届

異議申立提供金
返還請求依頼書

異議申立
提供金
返還請求

支払義務
確定届

受理通知書

支払義務
確定届

異議申立
預託金返還

受理通知書

異議申立預託金
返還許諾申請書
兼受取書

異議申立提供金
返還請求書
兼受取書

異議申立提供金
返還請求書
兼受取書

異議申立預託金
返還許諾

異議申立預託金
返還

異議申立預託金
返還

異議申立預託金
返還

異議申立
提供金
返還請求

異議申立提供金
返還請求書
〔特例扱〕
+資料

異議申立
預託金返還

異議申立預託金
返還

異議申立預託金
返還

支払不能処分対象外

支払不能処分対象外

処分審査
請求書
+資料

処分審査
請求書
+資料

請求
理由

支払不能処分対象

支払不能処分対象外

却下通知
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全銀電子債権ネットワークのＢＣＰ（事業継続計画）の基本方針について 

 

㈱全銀電子債権ネットワークは、電子記録債権の記録・流通を全国的規模で提供し、中

小企業をはじめとした金融の円滑化・効率化を図る社会インフラであり、参加金融機関お

よび利用者に対して安全性、信頼性のあるサービスを提供していく必要がある。 

システム障害時における対応策および大規模地震等による広域災害、火災・テロ等によ

る局所被害が発生し、当社が被災した場合の対応策に関するＢＣＰ（事業継続計画）にか

かる基本方針を策定した。 

今後、当社の記録機関システムの開発、組織体制の検討を踏まえ、災害・事故時に発動

するコンティンジェンシープランの策定と併せて、本ＢＣＰはＰＤＣＡサイクルによる継

続的な見直しを行っていくものとする。 

 

 

１．基本方針 

災害の発生等により、記録機関システムに障害等が生じたときにおいては、参加金融

機関および利用者への影響を極小化するため、業務を可能な限り継続し、又は迅速に復

旧することとする。 

 

 

２．対象範囲 

(1) 想定リスク 

業務停止につながるおそれのある想定リスクとして、当社の建物の利用不能、当社の

記録機関システムの障害、参加金融機関の業務停止、電気・通信・交通などの社会イン

フラの停止等を想定し、それらの事象による結果を広域災害・局所災害・システム障害

に分類して、対応策を講じることとする。 

 

(2) 継続対象業務 

当社としては、想定リスクが顕在化した場合においても、金融・社会インフラの機能

維持に努める必要がある。他方で、ライフライン機能が災害発生後に大幅に低下し、記

録機関システムの運営、業務遂行に支障が生じることが考えられる。 

可能な限り業務を継続しうる体制を整備するものとするが、以上の制約等があること

を踏まえ、災害等発生時において真に実施、継続すべき業務を以下のとおりとする。 

・参加金融機関と記録機関間をオンラインで処理する電子記録債権の記録に関する

業務 

・参加金融機関に対する決済情報の提供 

 

(3) ＢＣＰの適用範囲 

・当社ＢＣＰは、当社の役職員（業務に従事する派遣社員を含む）、システム開発・運

（別紙Ⅱ ７－１） 
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用業者等の要員に適用する。 

・参加金融機関については、平常時から当社のＢＣＰへの理解を求めるとともに、平素

から連絡体制を整備することとする。 

 

 

３．対応方針 

想定リスクの結果事象を広域災害・局所被害・システム障害に分類したうえで、それ

ぞれについて、当社の業務を可能な限り継続し、又は迅速に復旧するための対応を図る

こととする。 

 

(1) 広域災害 

・広域災害においては、当社をはじめ参加金融機関が被災するとともに、電気・通信・

交通などの社会インフラの一部が停止することを想定する。発生原因としては、大規

模地震のほか、風水害・疫病・テロ等が考えられる。なお、併せて当社のシステム障

害が発生することも想定することとする。 

・広域災害が発生した場合には、原則として、以下に掲げる対応を行うこととする。 

①災害対策本部の設置 

②情報収集・状況把握 

③対応策の決定 

④参加金融機関との連絡確保等 

⑤代替運用の実施（バックアップセンターを用いた主要業務遂行） 

⑥復旧準備 

・広域災害発生時において当社の建物が使用不能と判断された場合には、代替オフィス

において、当社の業務及び外部からの問合せ対応等を遂行する。 

・システム障害が発生した場合には、「システム障害」に掲げる対応を行うこととする。 

 

(2) 局所災害 

・局所災害は、当社のみが被災し、参加金融機関は通常どおり稼動していることを想定

している。発生原因としては、火災・テロ・社会インフラの一部の停止等が考えられ

る。 

・局所災害が発生した場合には、参加金融機関は通常どおり稼動していることを踏まえ、

上述の「広域災害」に沿った対応を行うとともに、速やかに業務復旧を図ることとす

る。 

 

(3) システム障害 

・システム障害は、当社の記録機関システム（プライマリーセンター）が使用不能とな

ることを想定する。 

・システム障害が発生した場合には、事故対策本部を設置し、概ね上述の「広域災害」
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②～⑥に沿った対応を行うこととする。 

（注１）当社は、記録機関システムのプライマリーセンターが使用不能となった場合

であっても、業務を継続し、又は迅速に復旧するため、バックアップセンタ

ーにバックアップシステムを保有している。 

（注２）プライマリーセンターとバックアップセンターは高速の通信回線で接続され、

両センタはほぼリアルタイムで業務データの同期が取られている。 

（注３）システム障害（ソフトウェアの障害を除く。）が発生しプライマリーセンタ

ーが使用不能となり、復旧作業に長時間を要すると判断される場合には、バ

ックアップシステムへの切り替えを行う。 

 

 

４．対応のための体制整備 

(1) リスク管理委員会 

通常時より、リスク管理委員会において、当社を取り巻く様々なリスクを認識しこれ

に的確に対応するための検討を行うものとする。 

 

(2) 災害対策本部（事故対策本部）の設置 

広域災害・局所被害・システム障害時には、災害対策本部を設置し、被害状況の把握、

参加金融機関との連絡確保のほか、当社の業務継続に必要な意思決定を行うこととする。

（システム障害のみが発生した場合には、災害対策本部を事故対策本部として設置する

ものとする。） 

 

(3) 必要人員の確保 

災害時においては速やかに当社役職員および記録機関システム関係要員の安否を確認

し、必要な人員を確保することとする。 

 

(4) 連絡手段の確保 

災害時の連絡手段を確保するため、一般電話・ＦＡＸ・電子メール等の一般的な連絡

手段のほか、災害時優先電話・ＩＰ電話等を利用する体制を整備する。 

 

(5) 代替オフィス 

当社の建物が利用不能となった場合には、速やかに当社の業務及び外部からの問合せ

対応等が行えるよう、バックアップセンターを主要拠点とする。 

 

(6) システムの強化 

当社の記録機関システムは、二重化され、堅牢なデータセンターに設置されている。

また、遠隔地のバックアップセンター内にバックアップシステムを整備し、プライマリ

ーセンターに障害が発生した場合であっても速やかに業務継続ができる体制とする。 
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(7) 教育・訓練 

バックアップシステムへの切替試験等を年１回以上行い、被災時における業務の再開

手順の習熟を図る。 

 

以 上 
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（別紙Ⅱ 8－１）

でんさいネット　統計情報
Ｒ：でんさいネットに出力（全金融機関の計数）　

フロー情報 Ｂ：参加金融機関毎に出力（全体および当該銀行の計数）

基準 区分 時間別 日別 四半期 年度 備考

F1 ・請求受付簿ＤＢの発生記録の債務者 ①都道府県別 － Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ ・発生記録の成否に関わらず計上。

・利用者ＤＢ ②資本金別 － Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ

③業種別 － Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ

④債権金額別 － Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ

⑤当日請求／予約請求別 － Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ

⑥債務者請求/債権者請求別 － Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ

⑦信託アカウント対象 － Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ

⑧金融機関別 Ｒ Ｒ Ｒ Ｒ

F2 ・請求受付簿ＤＢの譲渡記録の譲渡人 ①都道府県別 － Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ

・利用者ＤＢ ②資本金別 － Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ

③業種別 － Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ

④当日請求／予約請求別 － Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ

⑤譲受人（一般/金融機関）別 － Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ ・譲渡人からみた譲渡先別のデータ

⑥信託アカウント対象 － Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ

⑦金融機関別 Ｒ Ｒ Ｒ Ｒ

F3 ・請求受付簿ＤＢの譲渡記録の譲受人 ①都道府県別 － Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ

・利用者ＤＢ ②資本金別 － Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ

③業種別 － Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ

④当日請求／予約請求別 － Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ

⑤譲渡人（一般/金融機関）別 － Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ ・譲受人からみた譲渡元別のデータ

⑥信託アカウント対象 － Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ

⑦金融機関別 Ｒ Ｒ Ｒ Ｒ

F4 ①都道府県別 － Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ

②資本金別 － Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ

③業種別 － Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ

・利用者ＤＢ ④金融機関別 Ｒ Ｒ Ｒ Ｒ

F5 ①都道府県別 － Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ

②資本金別 － Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ

・利用者ＤＢ ③業種別 － Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ

④当日請求／予約請求別 － Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ

⑤金融機関別 Ｒ Ｒ Ｒ Ｒ

F6 ①都道府県別 － Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ

②資本金別 － Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ

③業種別 － Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ

④求償権/特別求償権別 － Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ

・利用者ＤＢ ⑤口座間送金決済の可否別 － Ｒ Ｒ Ｒ

⑥金融機関別 － Ｒ Ｒ Ｒ

F7 ①都道府県別 － Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ

②資本金別 － Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ

③業種別 － Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ

④支払不能フラグ別 － Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ

⑤金融機関別 Ｒ Ｒ Ｒ Ｒ

F8 強制執行等の記録の件数 ・記録原簿ＤＢの該当債権記録 ①債権番号別 － Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ 登録された債権記録の記録番号表示

②金融機関別 － Ｒ Ｒ Ｒ

F9 訂正件数 ・請求受付簿ＤＢの訂正対象債権記録 － Ｒ Ｒ Ｒ 債権番号を表示

F10 ・利用者ＤＢ ①ステータス別 － Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ

②金融機関別 Ｒ Ｒ Ｒ Ｒ

出力頻度 毎日 毎月 四半期 年度末

・予約請求を含む（取消された予約もカウン
トする）

単独の保証記録請求の件
数および金額

・一利用者に複数参加金融機関の場合あり
・ステータスの件数はアカウント単位とす
る。
・「金融機関別」帳票は、ステータス別にカ
ウントする。

・請求受付簿ＤＢの分割債権記録の債
権者

譲渡記録請求の譲渡件数
および金額

譲渡記録請求の譲受件数
および金額

支払不能通知の件数およ
び支払不能金額

計上は債権単位であり、支払不能ルール
適用者ではない。

・請求受付簿ＤＢの同時に請求された譲
渡記録がない保証記録の電子記録保
証人

・記録原簿ＤＢの支払不能通知が登録
された電子債権の債務者

・請求受付簿ＤＢの支払等記録の支払
等をした者

・記録原簿ＤＢの支払等記録の支払等
をした者

統計名称

発生記録請求の件数およ
び金額

分割記録請求の件数およ
び金額

支払等記録の件数および
金額

利用制限、利用停止登録
状況

・特別求償権に対する一部弁済について
は、その支払等記録の件数および金額をカ
ウントする。
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（別紙Ⅱ 8－１）

ストック情報（記録原簿ＤＢ）
基準 区分 月末 四半期末 年度末

S1 発生記録（債務者） ①都道府県別 Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ

分割債権記録（債務者） ②資本金 Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ

③業種別 Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ

④債権者（一般/金融機関）別 Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ

⑤信託口か否か Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ

⑥強制執行登録債権 Ｒ Ｒ Ｒ

⑦金融機関別 Ｒ Ｒ Ｒ

S2 ①都道府県別 Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ

②資本金 Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ

③業種別 Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ

④債権者（一般/金融機関）別 Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ

⑤信託口か否か Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ

⑥強制執行登録債権 Ｒ Ｒ Ｒ

⑦金融機関別 Ｒ Ｒ Ｒ

S3 ①都道府県別 Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ ・一部弁済債権の金額は、未決済金額とする。

②資本金 Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ

③業種別 Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ

④債権者（一般/金融機関）別 Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ

⑤信託口か否か Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ

⑥強制執行登録債権 Ｒ Ｒ Ｒ

⑦金融機関別 Ｒ Ｒ Ｒ

S4 ①発生(含、分割）／譲渡別 Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ

②金融機関別 Ｒ Ｒ Ｒ

ストック情報（利用者ＤＢ）
基準 区分 月末 四半期末 年度末

S5 利用制限、利用停止状況 ①ステータス別 Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ

②金融機関別 Ｒ Ｒ Ｒ

ストック情報（参加金融機関ＤＢ/利用者ＤＢ）
基準 区分 月末 四半期末 年度末

S6 参加金融機関数および店
舗数

業態別 Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ

S7 利用者数 利用者ＤＢ ①店舗別 Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ ・利用者数は、アカウント単位とする。

②利用者資格別 Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ Ｒ/Ｂ

③金融機関別 Ｒ Ｒ Ｒ

④都道府県別 Ｒ Ｒ Ｒ

⑤資本金別 Ｒ Ｒ Ｒ

⑥業種別 Ｒ Ｒ Ｒ

統計名称

統計名称

統計名称

金融機関保有債権の件数
および金額

求償権、特別求償権の件
数および金額

支払不能債権の件数およ
び金額

債権記録の件数および金
額

・一般／金融機関別は、《法人（金融機関）》、《法人
（金融機関を除く）》、《個人事業者》の区分とする。

備考

除、支払等記録済、支払不能フラグあり

備考

支払不能フラグのない、求償権および
特別求償権となった債権をカウントす
る。

支払等記録済、支払不能フラグありを除く

・カウントはアカウント単位
・ステータス「記録機関２」は金融機関宛帳票には出
力しない。

備考

参加金融機関が債権者となっている債
権記録

（第三者、電子記録保証人の一部弁済
はない）
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